




























参 考 資 料

第８４０回定例会（平成３１年１月）

●報告第１号

青森県生涯学習審議会への諮問について P１～７



青教生第１２０４号 
平成３０年１２月１８日 

 
 
青森県生涯学習審議会会長 殿 
 
 

青森県教育委員会教育長   
 
 

諮 問 書 
 
 
人口減少下における地域コミュニティ再生のための生涯学習の推進の在り方に関

する次の事項について、別紙理由書を添えて諮問します。 
 
 
 
１ 持続可能な地域づくりを担う若者を支援するための仕組みづくりについて 
 
 
２ 人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点としての社会教育施設の在り方

について 
 
 
３ 青少年の体験活動等の推進の在り方について 
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理 由 書 

人口減少下における地域コミュニティ再生のための生涯学習の推進の在り方について 

～社会教育の振興を通した人づくり・つながりづくり・地域づくりに向けて～ 

 

【理由】 

（第３期教育振興基本計画） 

 平成 30 年 6 月に閣議決定された第 3 期教育振興基本計画（以下「第 3 期計画」と

いう。）では、教育基本法の理念を踏まえ、第 2期教育振興基本計画において掲げた

「自立」、「協働」、「創造」の三つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築

を目指すという理念を引き継ぎつつ、2030 年以降の社会の変化を見据えた教育政策

の在り方が示されています。 

 具体的には、人生 100 年時代や超スマート社会（Society5.0）の到来に向け、生涯

にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」の最大化を、今後の教育政策の中心課

題に据えて取り組む必要があるとした上で、「夢と志を持ち、可能性に挑戦するため

に必要となる力を育成する」などの五つの今後の教育政策に関する基本的な方針を設

定し、新時代の到来を見据えた次世代の教育の創造について示されています。 

 

（中央教育審議会における審議経過） 

 現在、中央教育審議会生涯学習分科会では、文部科学大臣からの諮問「人口減少時

代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」(平成 30 年 3 月)に関

する審議が行われています。 

 答申(案)では、まず、今後の地域における社会教育の方向性として、「社会教育を

基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくりの好循環を目指すことが重要」と

し、取組の主要な視点として、「学びの場への地域住民の主体的な参画」、「多様な

主体との連携・協働」、「社会教育主事、社会教育士等の専門的人材の活用」を掲げ

ています。 

 また、今後の社会教育施設の所管の在り方について、「地方公共団体の長が公立社

会教育施設を所管できる仕組み」に関しては、地方の実情を踏まえ、より効果的と判

断される場合には、社会教育の適切な実施の確保に関する制度的担保が行なわれるこ

とを条件として可とすべきとしています。 

 

（本県の現状） 

 本県は少子高齢化による人口減少が昭和 58 年をピークに全国より早いペースで進

んでいます。国立社会保障・人口問題研究所によると、2035 年には 100 万人を切ると

推計されています。また、本県の人口減少は自然減と社会減の両面で進んでおり、特

に、社会減では就職や進学のタイミングで多くの若者や女性が県外に流出していま

す。県内就職率は、高校生が 50％台後半、大学生等は 35％前後で推移し、県内就職
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者数は僅かに減少しています。県内では、若者を中心に人口が大幅に減少する深刻な

事態を迎えている地域が多くなっています。 

 

 また、総務省で実施した平成 27 年国勢調査の結果によると、本県の核家族世帯数

は全世帯数のほぼ半数程度で推移していますが、単身世帯数が増加しているため、核

家族が占める割合は増加傾向にあります。加えて、本県の一人親世帯数は、1 万 8 千

世帯を超える数で推移しています。人口減少に加えて、世帯構成の変化により、地域

における人間関係の希薄化、地域コミュニティとしての機能の衰退、地域教育力の低

下などが大きな課題となっています。 

 

（人口減少に伴う地域課題） 

少子高齢化に伴う人口減少によって、地域経済の縮小や商店街の衰退、医療・介護

の需給逼迫、一人親世帯の増加等を背景とした貧困問題、地域の伝統行事等の担い手

の減少、税収減による財政の悪化など、地域社会は様々な課題に直面しています。そ

の中には、人と人とのつながりの希薄化や、それに伴う高齢者や若者の社会的孤立と

いう課題もあります。 

また、少子化や核家族化により、子どもや若者を取り巻く社会環境の変化が子ども

や若者の意識や行動に大きな影響を及ぼし、少年非行のほか、いじめや不登校、ニー

ト、ひきこもり、貧困のほか、インターネットが介在する問題行動など、子どもや若

者を巡る問題はますます複雑化、多様化しています。 

今後の地域社会を持続可能なものとする上でも、人生 100 年時代における個人の充

実した人生を実現するためにも、こうした課題の解決を図ることが急務となっていま

す。 

 

（県基本計画等） 

 こうした中、本県では平成 26 年度からスタートした「青森県基本計画未来を変え

る挑戦」において、人口減少を県政の最重要課題と位置づけ、めざす姿の具体像を示

してきました。また、平成 27 年 8 月には「まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」

を掲げ、社会減対策、自然減対策として、政策分野及び基本目標を設定し、各種施策

を行ってきました。さらに、重要施策の一つに「あおもりの未来をつくる人財の育成」

を掲げ、子どもたちが自己肯定感や充実感を持ち、心身ともにたくましく健やかに成

長するよう、青少年の健全育成に係る諸施策を推進してきたところです。 

平成 31 年度から始まる新たな青森県基本計画案では、教育・人づくり分野におけ

る 2030 年のめざす姿を掲げています。生涯学習に関わるものとして、一つ目は、「あ

おもりを愛し、新しい時代を主体的に切り拓く青森県民」です。ふるさとあおもりに

誇りと愛着を持ち、自分らしい生き方を実現する力を身に付けている姿をめざしてい

ます。二つ目は、「社会全体が連携し、一貫して育む『生きる力』」です。学校・家

庭・地域の連携が進み、社会に開かれた学校教育や地域全体での家庭教育支援が実践
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されている姿を目指しています。三つ目は、「多様な人財が活躍し、支える青森県」

です。若者や女性などの人財が、地域の魅力や可能性を理解し、地域の資源を生かし

た生業づくりや地域づくりに取り組むリーダーとして活躍している姿を目指してい

ます。四つ目は、「生きがいを感じ、心豊かに暮らせる地域」です。若者や高齢者ま

で、男性も女性も分け隔てなく、障害のある人や病気などの困難を抱えている人、失

敗や挫折を経験したことのある人も全て、地域との関わりの中で、多様な生き方、働

き方を実現している姿を目指しています。 

 

 以上を踏まえ、人口減少下における地域コミュニティ再生のための生涯学習を推進

していくにあたり、社会教育の振興を通した人づくり・つながりづくり・地域づくり

に必要な今後の振興方策について、次の事項を中心に御審議をお願いします。 
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 重点審議事項の一つ目は、「持続可能な地域づくりを担う若者を支援するための仕

組みづくり」についてであります。 

 

 人口減少と若者の県外流出が課題となっている本県においては、「人づくり」の中

でも、特に次代の地域を担う若者や高校生を対象とした取組が喫緊の課題と言えま

す。 

こうした中、第 33 期青森県社会教育委員の会議では、県内において行政や民間と

の連携・協働により地域コミュニティの再生に取り組んでいる先進的な事例を調査研

究し、報告書にまとめました。その報告書では、行政や民間と連携・協働できるよう

にコーディネートする人財の育成とともに、民間の活動を行政が支援する必要性を説

いています。 

一方、第 13 期青森県生涯学習審議会では、「あおもりで若者が集い、生き生きと

活躍できる持続可能な地域社会づくり」をテーマとして、若者や高校生の活動を支援

する県外の先進事例調査を含む審議を行ってきました。報告書によれば、地域課題の

解決を図り、持続可能な地域コミュニティにつなげるためには、若者や高校生の自主

性を尊重しながら、地域の大人が「伴走者」として活動を支援することが必要とされ

ています。 

 新たな青森県基本計画では、2030 年の目指す姿として、地域の魅力や可能性を理解

し、地域の資源を生かした生業づくりや地域づくりに取り組むリーダーとして活躍す

る若者や女性などの人財を描いています。 

 人口減少の中、人づくり特に若者を育成・支援するための仕組みづくりについて、

先進事例も参考としながら、御検討をお願いします。 

 その際、地域の課題を地域住民が共有し、解決に向けて主体的に学び活動する取組

を立ち上げ、持続させていくための行政・教育機関・企業・ＮＰＯ法人等の役割や相

互の連携方策、社会教育主事や社会教育士の称号を付与された者等社会教育に知見の

ある者を「学びのオーガナイザー」として学校や他の行政部局を含めた幅広い分野で

積極的に活用するための方策などについても御検討をお願いします。 

 検討に当たっては、学習とその成果を生かした実践を持続可能なものとする方策等

について、実証的な観点を重視していただくようお願いします。 
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 重点審議事項の二つ目は、「人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点として

の社会教育施設の在り方について」であります。 

 

 新しい地域づくりに向けた生涯学習の推進を図るに当たっては、地域住民を支える

最も身近な学習・活動拠点たるべき公民館、図書館、博物館等の社会教育施設につい

て、その現状を改めて評価するとともに、今後求められる在り方や振興方策について

具体的に検討することが必要と考えます。 

 近年、公民館、図書館、博物館等には、従来の役割に加え、地域活性化・まちづく

りの拠点、地域の防災拠点などとしてのより幅広い役割も期待されるようになってい

ます。 

 また、中央教育審議会生涯学習分科会では、諮問「人口減少時代の新しい地域づく

りに向けた社会教育の振興方策について」に関する審議の中で、「地方公共団体の長

が公立社会教育施設を所管できる仕組み」に関しては、地方の実情を踏まえ、より効

果的と判断される場合には、社会教育の適切な実施の確保に関する制度的担保が行な

われることを条件として可とすべきとしています。 

 過疎化や高齢化が進行する地域においては、社会教育施設の利用者に占める高齢者

の割合が高くなるとともに、医療ニーズの増加等に対応した高齢者福祉施設の整備も

求められることから、今後これらの施設の複合化が進むことなども予想されます。 

 このように、本県の社会教育施設において様々な地域課題により的確に対応した取

組を行うためには、これらの施設を含む社会教育行政部局とまちづくり関係部局、福

祉・健康関係部局、産業振興関係部局、教育機関、企業、ＮＰＯ法人等の多様な主体

との連携を強化することが欠かせない状況となっていることにも留意しつつ、これか

らの時代に求められる社会教育施設の役割と、それを実現するために必要な方策につ

いて、検討する必要があります。 

 

 地域における最も身近な学習拠点であるべき、社会教育施設の現状と課題を把握・

分析した上で、先に述べた地域活性化やまちづくり等との関連も含め、新たな時代に

おいて求められる役割について、御検討をお願いします。 
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 重点審議事項の三つ目は、「青少年の体験活動等の推進の在り方について」であり

ます。 

 

 新学習指導要領では、「総合的な学習の時間」及び「総合的な探求の時間」におい

て、自然体験やボランティア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動などの体験

活動、観察・実験、見学や調査、発表や討論などの学習活動を積極的に取り入れるこ

とが示されています。道徳教育においては、児童生徒相互の人間関係を深めるととも

に、自己の生き方についての考えを深め、家庭や地域社会との連携を図りながら、集

団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動などの豊かな体験を通して道徳性の育

成が図られるよう配慮することが示されています。加えて、公民館、図書館、青少年

教育施設等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や

学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこととされています。 

 また、少子高齢化に伴い、核家族や単身保護者世帯が増加する中、子どもたちの人

間関係の希薄化や活動体験不足が問題となっており、青少年教育施設の在り方を見直

すことが求められています。既存のプログラムを更に発展、充実させるとともに、青

少年のあらゆる体験活動を支援する体制づくりが青少年教育施設に求められていま

す。 

青少年の体験活動等の推進の在り方について御検討をお願いします。 

 また、県立の少年自然の家に関しては、少子化の影響による施設利用者の減少に伴

う施設の効果的な活用と青少年教育施設としての今後の在り方について御検討をお

願いします。 

  

 以上が中心的に御審議をお願いしたい事項でありますが、この他にも人生 100 年時

代を見据えた生涯学習の推進に向けた振興方策に関連し、必要な事項について幅広く

御検討いただきますようお願いします。 
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